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第１章 はじめに 

 

第１節 計画策定にあたって 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災、平成 28 年 4 月の熊本地震、平成 30 年 7 月豪雨、その他

台風、ゲリラ豪雨等、近年の自然災害は、過去の経験からは想定できないほどの大きな被害をもたらし

ている。そのため、自治体はいつ発生するかわからない大規模自然災害に備え、被害抑止と被害軽減の

観点から災害発生時に必要な事項を被災自治体のみならず、支援自治体となることも想定して、平時に

計画としてとりまとめておくことが求められている。 

このことから、広陵町（以下「本町」という。）では、国の「災害廃棄物対策指針」（平成 26 年 3 月

策定 平成 30 年 3 月改定 環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室 以下「現行指針」という。）

及び技術指針に基づく「広陵町災害廃棄物処理計画」（以下「本計画」という。）を策定する。 

また、組織としての事業継続能力が維持・改善されるよう、計画策定以降も、継続的な職員研修や計

画の見直し、他の市町村との連携等によるさらに広域的な取組の検討を行っていく必要がある。 

 

 

第２節 計画の対象 

１．対象とする災害 

本計画は、次に示す地震災害及び風水害を対象とする。 

 

表１-1 対象とする災害と発生量の推計方法 

対象とする

災害 
概要 発生量の推計方法 

地震災害 

大規模地震の揺れに加え、これによ

り発生する火災、液状化、急傾斜地

崩壊など 

「広陵町地域防災計画」において、建物被害、火災被害、死

者・負傷者数ともに最大と予測される「中央構造線断層帯地

震」により想定される被害に基づき推計する。 

風水害 

台風、集中豪雨、土砂災害など 近年全国で集中豪雨等による被害が増加傾向にあるが、被害

地域が限定的であり、地震災害時の対応で概ねカバーできる

と考えられることから、具体的な災害ケースの設定は行わな

い。 

 

２．地震の規模及び被害想定 

 対象とする「中央構造線断層帯地震」の規模及び被害想定は、次のとおりとする。 

 

表１-2 想定する地震とその規模 

項目 内容 

想定地震 中央構造線断層帯地震 

予想規模 マグニチュード 8.0 

建物全壊・焼失棟数 3,606 棟 

建物半壊棟数 2,032 棟 

避難者数（１週間（最大値）） 10,417 人 
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３．対象とする災害廃棄物 

本計画で対象とする災害廃棄物は、地震災害及び風水害によって発生するがれき（以下「災害がれき」

という。）及び被災者や避難者の生活に伴って発生する生活ごみ及びし尿とし、表１-3 のとおり区分す

る。 

なお、現行指針では、腐敗性廃棄物、廃自動車等、有害廃棄物、適正処理困難物について量の推計方

法が示されていないことから、本計画においても量の推計は行わず対応方法のみを記載する。 

 

表１-3 対象とする災害廃棄物 

区分 種類 概要 推計対象 

災
害
が
れ
き 

木くず 柱・梁・壁材、水害などによる流木など 〇 

畳 畳 〇 

廃プラ プラスチック製のごみ 〇 

混合廃棄物（可燃） 
繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在し、おおむね可

燃性の廃棄物 
〇 

がれき類（コンクリートがら） 
コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくず

など 
〇 

金属くず（金属スクラップ） 鉄骨や鉄筋、アルミ材など 〇 

瓦 瓦 〇 

ガラス ガラス 〇 

石膏ボード 石膏ボード 〇 

混合廃棄物（不燃） 
瓦、細かなコンクリートやガラス、土砂などが混在し、おお

むね不燃性の廃棄物 
〇 

家電４品目 
被災家屋から排出されるエアコン、テレビ、洗濯機などの家

電類で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 
〇 

腐敗性廃棄物 
被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工物や飼

肥料工場等から発生する原料及び製品など 
－ 

廃自動車等 
災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪

車、原動機付自転車 
－ 

有害廃棄物 
石綿含有廃棄物、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）、感染性廃棄

物、医薬品類、農薬類の有害廃棄物等 
－ 

適正処理困難物 消火器、ボンベ類などの危険物や、漁網など － 

ご
み
・
し
尿 

発
生
す
る
生
活 

災
害
に
伴
っ
て 

 

生活ごみ 
避難所から排出される生活ごみや、被災地域の各家庭から排

出される生活ごみ、破損した粗大ごみなど 
〇 

し尿 仮設トイレ等からのくみ取りし尿 〇 
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第３節 計画の位置づけ  

 本計画は、本町に災害が発生した場合の廃棄物処理について、適正な処理と再生利用を確保するとと

もに、円滑かつ迅速に処理することを目的とし、平時における事前対策と、災害発生後の各段階（初動

期、応急対応期（前半）、応急対応期（後半）、復旧・復興期）に応じた対策についての基本的な方針を

示すものである。 

なお、本計画は「現行指針」に基づき、かつ「奈良県災害廃棄物処理計画」、山辺・県北西部広域環境

衛生組合の「災害廃棄物処理基本方針」及び「広陵町地域防災計画」との整合を図る。 

また、計画期間は特に定めず、適宜必要箇所を見直していく。 

 

 

図１-1 計画の位置づけ 

  

一般廃棄物処理計画

廃棄物処理法

基本方針
(環境大臣)

H27.7.17法改正に基づき
H28.1.21に変更

廃棄物処理
施設整備計画

H25.5閣議決定

廃棄物処理施設の災害
拠点化、耐震化等の観
点からも取組を推進

災害対策基本法
(復興段階では大規模災害復興法)

防災基本計画 H28.2.16修正

(復興段階では復興基本方針)

環境省防災業務計画 H28.1.20改正

大規模災害廃棄物対策のための協議会等
平時から、広域での連携･協力関係を構築

将来的な方向性

大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動計画

大規模災害の発生が予想される地域を含む地域ブロックごとに策定

地域ブロック

廃棄物処理計画 地域防災計画

奈良県災害廃棄物処理計画

都道府県

一般廃棄物処理計画 地域防災計画

広陵町災害廃棄物処理計画

市町村

相互に整合性を図る

相互に整合性を図る

連携

○○災害における
災害廃棄物処理指針

○○災害における
災害廃棄物

処理実行計画

○○災害における
災害廃棄物

処理実行計画

大規模災害
発災後

災害
発災後

災害
発災後

大規模災害発生時における災害
廃棄物対策行動指針 H27.11策定

①各主体が備えるべき大規模地震特有の
事項

②地域ブロックにおける対策行動計画の
策定指針(特に広域連携について)

③発生後に環境大臣が策定する処理指針
のひな形(東日本大震災のマスタープラ
ン的なもの)

災害廃棄物対策指針 H30.3改定

【通常の災害】

▶地方自治体が災害に備えて
策定する災害廃棄物の処理に
係る計画の策定指針を提示

▶当該計画を策定していない
地方自治体が、発災後に災害
廃棄物の処理指針とするもの
としても活用

山辺・県北西部広域環境衛生組合災害廃棄物処理基本方針

相互に整合性を図る

組合
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第２章 災害廃棄物処理に係る基本的事項 

 

第１節 基本的な考え方  

１．災害廃棄物処理の基本方針 

本町の災害廃棄物処理に係る基本方針を次のとおり定める。 

 

 

図２-1 災害廃棄物処理の基本方針 

 

２．処理目標期間の設定 

災害廃棄物対策においては、時間の流れに応じて優先すべき事項等が推移することから、次の時期区

分ごとに処理の目標を置くものとする。 

なお、「奈良県災害廃棄物処理計画」に準拠し、最大でも 3 年以内の処理完了を目指すものとする。

ただし、本町においては十分な仮置き面積を確保することが難しいことや、広域処理を前提として計画

する必要があることから、被災現場からの撤去完了及び一次仮置場からの搬出完了についても、3 年の

うちで調整するものとする。 
 

表２-1 処理目標期間 

時期区分 特徴と処理目標 期間の目安 

災
害
応
急
対
応
期 

初動期 
人命救助が優先される時期 

（体制整備、被害状況の確認、必要資材の確保等を行う期間） 
発災後数日間 

応急対応期 

（前半） 

避難所生活が本格化する時期 

（主に優先的な処理が必要な災害廃棄物を処理する期間） 
～3 週間程度 

応急対応期 

（後半） 

人や物の流れが回復する時期 

（災害がれきの本格的な処理に向けた準備期間） 
～3 か月程度 

復旧・復興期 
避難所生活が終了する時期 

（一般廃棄物の処理が通常業務化し、災害がれきを本格的に処理する期間） 
～3 年 

迅速な復旧・復興に資するため、災害廃棄物の発生量や被害状況等
を的確に把握し、計画的かつ迅速に処理を行う

国や奈良県、近隣自治体、民間企業等とよく連携する

町民の健康の保護、環境衛生の確保を確実に図る

建築物の解体や災害廃棄物の収集運搬・保管・処理等の作業実施に
あたっては、安全性を確保する

大気質、水質、騒音・振動、悪臭等、周辺の生活環境への影響に十
分配慮する

災害廃棄物の仮置場への搬入時や倒壊家屋の解体・撤去時等から可
能な限り分別を行う

極力リサイクルを図ることで、地域の復興に役立てるとともに、埋
立処分量の低減を図る

１

２

３

４

５

６

７
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第２節 組織体制等  

１．広陵町の組織体制 

大規模災害が発生した場合には、「広陵町災害対策本部」のもとに「広陵町災害廃棄物対策チーム」を

設置し、所掌業務ごとに班を形成して対応する。「広陵町災害廃棄物対策チーム」は、事業部長を中心と

した組織体制を構築する。 

 

 

図２-2 広陵町災害廃棄物対策チームの組織体制（案） 

 

表２-2 広陵町災害廃棄物対策チームの分掌業務（初期体制）（案） 

班 分掌業務 人員 

計画調整班 

〇災害廃棄物処理の総合調整に係ること 

 ・情報収集 

 ・その他災害廃棄物処理に対する国・県関係自治体への支援要請及びボランティア

の受け入れ等の調整 

〇廃棄物処理実行計画の策定に係ること 

 ・災害廃棄物量の推定、処理工程の策定 

・一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者との調整 

4 人* 

企画調整班 

〇災害廃棄物処理事業費補助金に係ること 

 ・補助金交付申請・実績報告等の作成 

〇災害廃棄物処理の契約事務に係ること 

 ・処理事業者との委託契約及び審査等 

 ・契約書及び証拠書類、写真等の整理 

 ・予算経理 

 ・町民、広報、報道対応 

処理推進班 

〇災害廃棄物の現認・安全確保等に係ること 

 ・仮置場、町内各所に放置されている廃棄物のパトロール 

 ・放置災害廃棄物の撤去・処理の調整 

 ・契約等に基づく処理事業の進行管理（現場確認等） 

*平成 27 年 9 月関東・東北豪雨において、茨城県常総市が「災害廃棄物処理プロジェクトチーム」を組織して災害廃棄

物処理に対応した事例を参考に、初期人員数を 4 人とした。また、同事例において発災後に人員増強されているため、

本町においても同様に人員増強を行う可能性がある。 

 

＜留意事項＞ 

〇損壊家屋等の解体・撤去、仮置場の整備や原状復帰には土木・建築に関する知識が求められるため、適宜、土木・建築

部局と連携を行い、適切な対応が可能な体制を整える。 

〇大規模災害時には、職員自らの被災や緊急対応により人員不足となる可能性がある。このような場合は、協定を締結し

ている他自治体に対して職員の応援派遣を要請するなど、必要な人員を確保するよう努める。 

〇初動期や応急対応期（前半）は、生活ごみや粗大ごみ等の一般廃棄物の処理への対応が中心となるが、応急対応期（後

半）及び復旧・復興期には災害がれき処理へと重点が移行するため、柔軟な動員体制を敷く。 

〇環境省では、災害により被災市町村が実施した災害廃棄物の処理事業及び廃棄物処理施設の復旧事業に対して、「災害

等廃棄物処理事業費補助金」及び「廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金」による財政支援措置を行っている。この補

助申請にあたり、必要な手続き等を明記した自治体担当者向けの「災害関係業務事務処理マニュアル」が公表されてい

るので、参考とする。（http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/index.html） 

広陵町災害対策本部

統括責任者：事業部長
統括副責任者：クリーンセンター所長

広陵町災害廃棄物対策チーム
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２．広域連携体制 

本町は、平成 35 年度中に山辺・県北西部広域環境衛生組合において大和高田市、天理市、山添村、

三郷町、安堵町、川西町、三宅町、上牧町及び河合町とともにごみ処理施設の設置及び運営等を共同し

て行う予定である。したがって、新施設整備前であっても、災害廃棄物処理については、当該組合構成

自治体間で既存の焼却施設及び最終処分場等の活用による連携、収集・運搬等の人材や資機材に係る連

携を図る。 

 

３．協力・支援体制 

１）自衛隊・警察・消防 

初動期においては人命救助が最優先事項であり、迅速な人命救助のために、自衛隊・警察・消防（以

下「自衛隊等」という。）との連携のもと、その活動に配慮しながら、道路上の災害がれきの撤去や倒壊

家屋の解体撤去等を迅速かつ丁寧に行う。 

＜連携の例＞ 

・自衛隊等に災害がれきの収集運搬ルートを示し、経路が遮断されている場合は協力を求める。 

・災害がれきには、有害物や危険物が混在している可能性があるため、有害物質の保管場所等、把握

している情報については自衛隊等に伝達し、安全確保及び二次災害の防止に努める。 

 

２）国・奈良県 

被害規模に応じて、近畿地方環境事務所や奈良県に支援を要請する。 

国が集約する知見・技術や、各地における災害対応力向上につなげることを目的に、有識者・地方自

治体関係者・関係機関の技術者・関係業界団体等で構成された人的支援ネットワークである「D.Waste-

Net」（災害廃棄物処理支援ネットワーク）を有効に活用する。 

また、県には災害廃棄物処理緊急支援要員の派遣要請を行う。 

 

３）他自治体 

本町及び奈良県では、下記の自治体と災害時の行政間相互応援協定を締結している。特に大規模災害

時には災害廃棄物処理に対応できる人員の不足が想定されることから、これらの自治体と平時からの情

報共有を行い、協力・支援体制を整える。 

表２-3 行政間相互応援協定 

協定名 協定先 協定の内容 

災害時における奈良県市町村

相互応援に関する協定 

奈良県⇔県内市町村 〇応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣 

〇被災者の避難のための施設の提供及びあっせん 

〇食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資

機材の提供及びあっせん 

〇上記に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

奈良県災害廃棄物等の処理に

係る相互支援に関する協定 

奈良県⇔県内市町村

及び一部事務組合 

〇災害廃棄物等の処理（収集、運搬、破砕、焼却、埋立等） 

〇災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供 

〇災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣 

〇上記に定めるもののほか、災害廃棄物等の処理に関し必要

な行為 

災害等緊急時における一般廃

棄物(ごみ)処理に関する相互

応援基本協定 

葛城地区市町及び一

部事務組合 

〇災害等緊急時における一般廃棄物(ごみ)の適正処理 
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避難場所の提供に関する防災

協定 

上牧町 〇避難場所の提供 

災害緊急時における水道水の

相互融通に関する基本協定 

香芝市 〇飲料水等の確保を図るための相互応援給水 

災害時における相互応援に関

する協定 

柏原市 

（大阪府） 

〇食料、飲料水、日用品等の生活必需物資の提供 

〇応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣並びに物資、資

機材等の提供 

〇避難が必要な被災者等の受け入れ 

〇住民等で組織された災害救助ボランティアの派遣 

〇上記に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

友好交流協定 美浜町 

（福井県） 

〇相互応援協定 

奈良県消防広域相互応援協定 奈良県広域消防組合

⇔県内市町村 

〇相互の消防力を活用して災害による被害を最小限に防止 

 

４）民間事業者 

現在、災害廃棄物の撤去等に関する協定を締結している。（下表参照） 

災害廃棄物は、平時に発生する一般廃棄物とは量、性状ともに異なることから、今後は建設業界、解

体業界、リサイクル業界、輸送業界等、災害廃棄物処理に関わる民間事業者との協力関係の構築に向け

て検討する。 

 

表２-4 民間事業者との協定 

協定名 協定先 協定の内容 

地震等大規模災害時における

災害廃棄物処理等の協力に関

する協定 

奈良県⇔一般社団法

人奈良県産業廃棄物

協会 

 

〇災害廃棄物の撤去 

〇災害廃棄物の収集・運搬 

〇災害廃棄物の処理・処分 

〇上記に伴う必要な事業 

防災協定 大和清掃企業組合 〇公衆衛生の確保 

災害による緊急時のし尿収集

及び運搬業務協定 

おおやまと環境整美

事業協同組合 

〇災害発生時のし尿の収集及び運搬 

 

 

第３節 情報収集・連絡体制  

１．情報収集 

災害対策本部から情報を収集し、関係各課において情報共有するとともに、関係機関等に周知する。

また、時間の経過とともに被災・被害状況が明らかになるため、定期的に新しい情報を収集・整理する。 

 

２．連絡体制 

災害時における通信手段は、防災行政無線の使用や放送事業者への依頼に加え、状況に応じて伝令（自

転車、オートバイ、徒歩等による）の検討を行うなど、あらゆる通信手段を活用する。 
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第４節 町民への周知・啓発  

災害廃棄物を迅速かつ適正に処理するためには、災害廃棄物の排出方法・ルール等についての町民の

理解が重要であることから、ごみの排出ルール（分別方法、便乗ごみの排出禁止）、仮置場の設置・運営

等の情報について、早期に分かりやすく発信する。 

発災後の啓発・広報手段としては、ホームページやＳＮＳのほか、被害状況に応じて、掲示板への貼

り出し、報道発表、広報車、防災行政無線、回覧板、自治会や避難所等での説明会等あらゆる手段・媒

体を活用し、復旧・復興の進捗に応じて適切な情報を発信する。 

 

第５節 研修・訓練の実施  

本計画の内容について平時から職員に周知するとともに、発災時に本計画が有効に活用されるよう、

職員に加えて委託業者や関係者も交えた研修・訓練を継続的に実施する。これにより、災害廃棄物処理

の核となる人材を育成することに努める。 
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第３章 災害廃棄物処理対策 

 

第１節 災害がれきの処理  

１．災害がれき発生量及び貯留、処理・処分量の見込み 

「中央構造線断層帯地震」により想定される被害に基づき災害がれき量を推計した結果、本町の災害

がれき量は 585,699ｔと見込まれる。 

災害がれきは、各家庭などの発生場所から近隣の町民仮置場へ町民が自ら搬入し、それらを本町（業

者）が計画的に一次仮置場へ搬入して分別（粗選別）を行う。粗選別したごみは、クリーンセンター広

陵（または山辺・県北西部広域環境衛生組合の新焼却施設）へ本町（業者）が計画的に搬入し、必要に

応じて破砕・選別等の処理を行ったのち、最終的にごみ種類ごとに施設や民間処理業者において処分・

再生利用を行う。 

その結果、10％が焼却処理、87％がリサイクル、3％が最終処分されると見込まれる。なお、焼却処

理のうち 8.8％にあたる 51,670ｔは委託処理が必要と見込まれる。 

また、表 3-1 の算出根拠については資料編Ｐ3 表 3 に、表 3-2 の算出根拠については資料編 P4 図

2、資料編 P7 表 4 に記載している。 

 

表３-１ 災害がれき発生量の見込み 

 倒壊等による（t） 火災による（t） 合計（t） 

木くず 83,594 0 83,594 

畳 2,200 0 2,200 

廃プラ 3,300 0 3,300 

混合廃棄物（可燃） 28,598 36 28,634 

がれき類（コンクリートがら） 273,330 14,198 287,528 

金属くず（金属スクラップ） 36,297 1,430 37,727 

瓦 30,248 

20,075 142,716 

ガラス 2,750 

石膏ボード 14,849 

混合廃棄物（不燃） 73,695 

家電4品目 1,099 

総量 549,960 35,739 585,699 

 

表３-２ 災害がれき貯留、処理・処分量の見込み 

 

 

 

 

  

項目 量（t） 比率 

一次仮置場貯留量 585,699 ― 

要焼却量（生活ごみ除く） 58,573 10% 

リサイクル量 510,045 87％ 

最終処分量 17,735 ― 

 要埋立量 17,081 3％ 

 焼却残渣量 654 ― 
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２．倒壊家屋等の解体・撤去 

被害の大きな損壊家屋等については、撤去（必要に応じて解体）する場合があり、原則として所有者

がこれを実施する。町はこの場合に備えて関係部局と対応方法について平時から協議する。 

撤去（必要に応じて解体）を実施するかは関係部局と協議して基準を検討しておく。撤去（必要に応

じて解体）を実施する場合は、ライフラインの早期復旧、損壊家屋の倒壊による二次被害の防止などの

観点から、発災後の時期区分に応じて、人命救助のために必要な倒壊家屋等の撤去を最優先で行うとと

もに、通行上支障のある災害がれきの撤去及び倒壊の危険性のある建物の解体・撤去を優先的に行い、

その後、順次損壊家屋の解体・撤去を行う。 

損壊家屋等の解体・撤去作業は主に重機で行い、解体現場にて可能な限り分別（木くず、がれき類、

金属くず等）したうえで、仮置場に搬入する。 

 

表３-３ 優先すべき解体・撤去（例） 

時期区分 優先的に解体・撤去を行うべき損壊家屋等 

初動期（発災後数日間） 人命救助のために必要なもの、通行上支障のあるもの等 

応急対応期（～3 か月程度） 倒壊の危険性があるもの等 

復旧・復興期（～3 年） その他解体・撤去が必要なもの 

 

１）解体・撤去の手順 

発災時には、「現行指針」に従い、所有者からの申請により、町が損壊家屋の解体・撤去を行うことが

できる。損壊家屋の解体・撤去手順の概略については、次のとおりとする。 

① 解体申請窓口を設置し、り災証明の確認や所有者の解体意思を確認する。 

② 申請を受け付けた建物等については、図面等で整理を行い、現地調査による危険度判定や、効率的

な重機の移動を実現できる順番などを勘案し、優先順位を検討する。 

③ 解体・撤去の着手にあたっては、所有者や関係者の立会いを求め、解体範囲等の最終確認を行う。 

 

 

図３-１ 解体・撤去の作業手順 

 

一時保管

再資源化施設

仮置場

敷地内所有者不明、
倒壊危険家屋

敷地内家屋敷地外流出家屋、
がれき状態

倒壊危険家屋

動産・思い出の品

木くず、金属くず等

混合物、不燃物等

自治体の立入調査
（所有者等への連絡・調査計画の事前通知）

所有者判断

専門家判断（土地家屋調査士）

記録（作業終了後）

証明書発行（所有者等へ）

記録（作業前）

事前撤去

解体・撤去（分別・解体）
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なお、危険性等の観点から緊急に対処する必要性がある場合には、倒壊してがれき状態になっている

ものや一定の原型を留め敷地内に残った建物について、現地確認のうえ、所有者からの申請によらず町

の判断により解体・撤去を行う場合がある。その場合には、次の点に留意する。 
 

・可能な限り所有者等に連絡を行い、その意思を確認したうえで、解体・撤去を行う。 

・一定の原型を留め敷地内に残った建物で、所有者等に連絡が取れない場合は、土地家屋調査士に判

断を求め、建物の価値がないと認められたものについては、所有者等の立会・確認を行わずに解体・

撤去を行う。なお、その場合には、現状を写真等で記録する。 

 

２）解体・撤去時の注意事項 

・災害廃棄物のリサイクル率を高めるには混合状態を防ぐことが重要であるため、その後の処理方法

を踏まえた分別解体を徹底する。 

・優先的に解体・撤去を行う損壊家屋等においても分別を考慮し、緊急性のあるもの以外はミンチ解

体（屋根材や内壁、建具などを分別せずに、重機で一気に解体する工法）を行わない。 

・解体・撤去時は、原則として可燃物、木くず、不燃物、がれき類、金属くずと、これらを最大限分

別したあとの混合廃棄物に分別することとするが、一次仮置場の確保状況や処理の見通しによって

は、さらに細かい分別を実施することも検討する。 

・有害物質、LP ガスボンベ、ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー等の危険物については、注意

して分別し、他の廃棄物と混合しないよう保管等を行う。 

・建物内の貴金属その他の有価物及び位牌、アルバム等の個人にとって価値があると認められる思い

出の品は、別途回収・保管し、所有者等に引き渡す機会を設ける。 

・損壊家屋の解体・撤去を行うにあたっては、石綿含有建材の使用の有無を確認し、石綿の飛散防止

等を図る。 

 

 

３．収集・運搬 

１）収集・運搬の体制 

災害がれきは、平時の生活ごみ等と性状が異なるため、その収集に必要な能力を有する車両（ダンプ

トラック等）を準備する。初動期の収集運搬においては、利用できる道路の幅が狭くなっている場合が

多く、道路事情等に応じた荷台が深い小型車両（軽トラックや 2ｔダンプトラック等）を準備し、各仮

置場間等の運搬においては大型トラックを準備する。 

収集車両は、本町所有の車両を最大限活用するとともに、必要に応じて民間事業者や他自治体に支援

を要請し、収集運搬体制の確保を図る。 

 

２）収集・運搬ルート 

災害がれきの収集運搬ルートは、原則として「広陵町地域防災計画」で指定している緊急輸送道路を

優先的に使用することとし、道路・橋りょうの被害状況や仮置場の設置状況等を踏まえて、各関係機関

と連携のうえ、収集運搬ルートを検討・設定する。 

緊急輸送道路を使用するにあたり、必要に応じて県公安委員会に緊急通行車両の事前届出を行う。 

 

 

 

 



12 

 

表３-４ 緊急輸送道路 

区分 道路 

第１次緊急輸送道路 県道 14 号桜井田原本王寺線 中和幹線 

第２次緊急輸送道路 

県道５号大和高田斑鳩線 県道 132 号河合大和高田線 

県道 108 号大和郡山広陵線 県道 14 号桜井田原本王寺線 

県道 112 号田原本広陵線  

 

 

４．仮置場の運営 

１）仮置場の設置 

生活環境・空間の確保や復旧・復興のためには、被災現場から速やかに災害がれきを撤去する必要が

あり、これらを分別・保管する場所が必要となる。このため、発災時には、被災状況を速やかに把握し

たうえで、関係機関と調整し、公有地を中心に仮置場を設置する。なお、設置場所については、今後の

課題とし、必要な検討を行っていく。 

 

【参考】水害の場合  

洪水によって浸水した区域でも、仮置場として利用可能な土地があるため、浸水が治まった時点で仮置場とし

て使用することがある。 
  

 

（１）仮置場の分類 

設置する仮置場の分類は次のとおりとする。 

 

表３-５ 設置する仮置場の分類 

分類 概要 規模 

町民仮置場 車両通行路の確保、被災者の生活環境・空間の確保・復旧等のために、被災地

近隣において、道路上の散乱物及び被災家屋等からの災害廃棄物を一時的に

集積する場所 

小 

一次仮置場 主に損壊家屋の解体・撤去等により発生した災害がれきを搬入し、粗選別した

後、一時保管しておく場所 
中～大 

二次仮置場 一次仮置場で粗選別した災害がれきを搬入し、破砕選別機等により細かな破

砕・選別を行うとともに、必要に応じて仮設焼却炉を設置して処理を行う場所 
特大 

 ＊二次仮置場は、災害規模に応じて山辺・県北西部広域環境衛生組合等の広域圏域で設置する。 

 

図３-２ 仮置場の運用フロー 

被災現場

町民仮置場

解体･撤去

運搬
分別、保管

一次仮置場

保管

保管 粗選別

～ 処理施設または民間委託処理、広域処理 ～

破砕・選別

リサイクル 埋立焼却等

運搬

運搬

町民が持ち込み
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（２）仮置場の運用時期 

各仮置場の運用期間は次のとおりとする。 

町民仮置場は、発災後できる限り早期に開設し、一次仮置場の受入が本格開始されるまでの比較的短

い期間（発災後 1～2 か月程度）の設置とする。 

一次仮置場は、発災後 1 か月頃から順次開設した後、災害がれきの撤去状況・二次仮置場への搬入状

況に応じて順次閉鎖することとする。 

二次仮置場は、発災後半年～1 年後を目途に開設し、災害がれきの処理が完了した時点で閉鎖する（発

災後 3 年以内を目標）。 

 

２）町民仮置場について 

（１）場所の選定 

発災直後から始まる被災家屋からの災害廃棄物の搬出に対応するため、被災地近隣で速やかに設置が

可能な場所とし、街区公園（もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致

距離 250m の範囲内で１か所あたり面積 0.25ha を標準として配置）等を基本として選定する。なお、

必要な場所・面積の確保が困難な場合には、民有地の賃借等も検討する。 

 

（２）必要面積 

被災地域を中心に状況に応じて必要数を設置する。 

 

（３）運用・作業 

道路上に散乱した災害がれきの搬入及び生活環境・空間の確保・復旧に必要な範囲で早急に排出する

必要がある畳・ガラス等の不燃物・破損した家具及び家電の自己搬入を受け入れ、集積・一時保管を行

う。 

後の分別・リサイクルを円滑に行うため、搬入にあたっては、畳・ガラスや陶器等の不燃物・壊れた

家具・廃家電等に分別して集積することとし、看板の設置等により区画を整理する。また、初期の災害

廃棄物の撤去は、町民やボランティアによる作業になるため、平時から地元自治会等に説明・周知して

おくとともに、災害時には、分別や排出方法をわかりやすく説明した「災害廃棄物早見表」を配布・共

有するなど、分別方法についての周知を行う。 

 

（４）設備・資機材 

特別な設備は設けないが、仮置場の広さや災害廃棄物の集積状況に応じて、敷鉄板や道路用鉄鋼スラ

グ等による路盤整備を行うとともに、バックホウ等の重機を使用する。 

 

（５）管理・運営 

受付（管理人）の設置や搬入許可等の対応は行わないが、町外からの災害廃棄物の搬入や便乗ごみの

排出の防止、適切な分別排出の確保のため、巡視員による巡回監視・指導を行う。 

 

３）一次仮置場について 

（１）場所の選定 

平時において、公有地オープンスペースのうち一定以上の面積の土地（中規模以上の公園、緑地、グ

ラウンド、その他空地等）であり、かつ大型車両への積込み・搬出が可能な場所を候補地としてリスト

アップしておき、発災後は、被災状況の確認や他の利用用途との調整を行ったうえで、仮置場として選
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定する。選定にあたっては、基本的に公有地を対象とするが、必要な場所・面積の確保が困難な場合に

は、民有地の賃借等も検討する。 

 

（２）必要面積 

災害がれきの保管スペースや粗選別を行うための設備の設置及び重機による作業スペースを考慮し、

1 か所あたりおおむね 0.5ha～十数 ha 程度を基本とし、必要面積を満たすことができる箇所数を設置

する。 

一次仮置場の必要面積は最大で 29,496 ㎡（26 ヶ月目）と見込まれる。 

また、算出根拠については資料編の資料編 P7 表 4 に記載している。 

 

表３-６ 一次仮置場必要面積 

種類 
最大保管必要量 最大必要面積 

（㎡） 重量（ｔ） 容積（㎥） 

木くず 8,359 20,898 ― 

畳 220 88 ― 

廃プラ 330 132 ― 

混合廃棄物（可燃） 2,863 1,145 ― 

がれき類（コンクリートがら） 28,753 31,628 ― 

金属くず（金属スクラップ） 3,773 4,150 ― 

不燃物 14,272 15,699 ― 

合計 58,570 73,740 29,496 

 

 

（３）運用・作業 

一次仮置場では、主に損壊家屋等を解体・撤去して発生した災害がれきや町民仮置場に集積された災

害廃棄物等を受け入れ、二次仮置場での選別・リサイクルを効率的に行うため、重機及び手選別により、

可燃物、木くず、不燃物、がれき類、金属くずに粗選別を行う。 

特に、大型のがれき類、金属くず及び危険物がある場合は、二次仮置場におけるベルトコンベアでの

運搬時や選別機への投入時に設備に重大な損傷を生じる可能性があるため、できる限りこの段階で選別

を行う。 

粗選別後の災害がれきについては、二次仮置場又は処理・処分先への搬出までの間、一時保管する。 

 

（４）設備・資機材 

粗選別作業を行うため、必要に応じて移動式破砕機やふるい機等の設備を設置するとともに、敷鉄板

や道路用鉄鋼スラグによる路盤整備を行ったうえで、バックホウ等の重機を使用する。 

 

（５）管理・運営 

受付（管理人）を設置し、自己搬入に関しては、り災証明の提示を求めるなど、許可制にするととも

に、搬入物の検査を行う。 

 

４）二次仮置場について 

災害がれきの保管、破砕・選別、仮設焼却炉の設置等については、奈良県、山辺・県北西部広域環境

衛生組合と連携し、災害規模に応じて広域処理を検討する。 

なお、発生する災害がれきを 3 年以内に処理することを目標とする。 
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５．分別・選別、リサイクル 

災害がれきの多くは、様々な性状のものが混合状態で発生するが、このような混合状態のままでは、

リサイクルすることも、可燃物として焼却処理することもできない。このため、発生した災害がれきに

ついては可能な限り分別・選別を行い、リサイクルの推進を図るとともに、地域の復興に役立てる。 

なお、災害がれきのリサイクルをスムーズに進めるためには、損壊家屋の解体・撤去時や各仮置場な

ど、災害がれきが発生・排出される段階から適正に分別することが重要である。 

 

１）分別・選別 

解体・撤去時、町民仮置場、一次仮置場での分別・選別方法は、次のとおりとする。 

 

表３-７ 分別・選別の方法 

分類 方法 分別区分 

解体・撤去時 損壊家屋等の解体・撤去時の分

別種別は右のとおりとし、一次

仮置場の確保状況や処理の見通

しを踏まえ、更に細かい分別を

実施することも検討する。 

ア．可燃物 

イ．木くず 

ウ．不燃物 

エ．がれき類（コンクリートがら） 

オ．金属くず（金属スクラップ） 

カ．混合廃棄物（ア～オを最大限分別した後の混合廃棄物） 

町民仮置場 看板の設置等により区画を整理

し、原則として右の品目別に分

別して集積する。 

ア．可燃物 

イ．がれき類（コンクリートがら） 

ウ．金属くず（金属スクラップ） 

エ．ガラスや陶器等の不燃物 

オ．壊れた家具 

カ．廃家電（可能であれば、家電 4 品目・パソコンは品目別に

集積する） 

キ．有害・危険物（消火器・ボンベ・灯油等） 

一次仮置場 一次仮置場では、二次仮置場で

の選別・リサイクルを効率的に

行うため、右のとおり、重機及

び手選別により、木くず、コン

クリートがら、金属くず、可燃

物、不燃物に粗選別を行う。 

ア．混合状態にある災害廃棄物から、バックホウ等により、木

くず、コンクリートがらを分離し、大まかな選別を行う。 

イ．ふるい機を用いて付着している土砂等の不燃物を分離する。 

ウ．重機を用いて磁力による選別により金属くずを分離する。 

エ．敷地に廃棄物を展開し、目視による手選別で細かな選別を

実施する。 

 

２）リサイクル 

災害がれきのうち、木くずやがれき類、金属くずなどリサイクル可能な廃棄物については、可能な限

りリサイクルし、再生資材として活用する。 

 

表３-８ 災害がれきのリサイクル 

種類 再生資材 利用用途 

木くず 木質チップやペレット 製紙原料やバイオマス燃料等 

がれき類（コンクリートがら） 再生砕石 建築資材等の復興資材 

金属くず（金属スクラップ） 金属スクラップ 金属回収や製錬による再資源化 
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６．焼却処理 

仮置場で選別処理等を行った後の可燃物については、燃料化（または焼却処理）により減容化するこ

とで、最終処分量の削減を図る。 

燃料化（または焼却処理）は、クリーンセンター広陵（または山辺・県北西部広域環境衛生組合の新

焼却施設）で行うことを基本とするが、被害の程度により処理能力が不足することが想定される場合は、

民間業者や他自治体への委託処理について調整したうえで、不足する分については広域での仮設焼却炉

の整備を検討する。 

また、算出根拠については資料編の資料編 P7 表 4 に記載している。 

 

図３-３ 要焼却処理量（クリーンセンター広陵の場合） 

 

 

７．最終処分 

不燃物・焼却灰等の再生利用が困難なものは最終（埋立）処分を行う。 

災害がれきから発生する不燃物については民間業者に、飛灰については大阪湾広域臨海環境整備セン

ターに、それぞれ埋立処分を委託することを基本とするが、各埋立処分場も被害を受ける可能性がある

こと、発災時には近隣の自治体等からの埋立処分の需要が高まることが想定されることから、国・奈良

県・その他自治体等と協議・調整のうえ、広域処理についても検討する。 

また、算出根拠については資料編の資料編 P7 表 4 に記載している。 

 

図３-４ 要埋立量 
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８．特別な対応・配慮が必要な廃棄物等 

１）腐敗性廃棄物 

水産物、食品、水産加工品や飼肥料工場等から発生する原料や製品の腐敗性廃棄物は、停電による冷

凍施設の停止等により腐敗が進み、悪臭や衛生害虫の発生等による衛生環境の悪化が懸念されるため、

次のとおり処理を行う。 

・他の災害廃棄物と分別して適切に管理し、腐敗を極力防止する。また、腐敗性廃棄物の仮置場は、

日常生活圏への影響が少ない位置とする。 

・速やかに除去・回収し、利用可能な焼却処理施設や最終処分場まで運搬して処理・処分する。 

・発生量が多い等の理由により、焼却処理施設や最終処分場で速やかに処理できない場合は、公衆衛

生の確保のため、石灰散布等により、腐敗を遅らせる措置をとる。 

（※市町村がその災害廃棄物の処理を実施するうえで、これらの応急的な対策を必要と判断する場

合、災害等廃棄物処理事業の一環として行うことが可能） 

 ・害虫及び悪臭への対策については、公益社団法人日本ペストコントロール協会、一般財団法人日本

環境衛生センター、公益社団法人におい・かおり環境協会等の相談窓口を利用できる。 

 

２）法令等に基づき対応するもの 

（１）家電リサイクル法対象製品 

特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という。）の対象製品（エアコン、テレビ、冷

蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）については、原則として所有者が家電リサイクル法の規定によるルー

トでリサイクルを行う。 

被災した家電リサイクル法対象品目が災害廃棄物として排出された場合や、倒壊家屋の解体・撤去等

の際に回収したものについては、「被災した家電リサイクル法対象品目の処理について」（平成 23 年 3

月 環境省）を参考に、次のとおり処理する。 

・災害廃棄物の中から可能な範囲で分別し、仮置場で一時保管する。 

・破損・腐食の程度等を勘案し、リサイクル可能（有用な資源の回収が見込める）か否かを判断し、

リサイクル可能なものは家電リサイクル法に基づく指定引取場所に搬入する。 

・リサイクル不可能なものは、災害廃棄物として処理を行う。 

 

（２）パソコン 

パソコン（デスクトップパソコン本体、ノートブックパソコン、ディスプレイ一体型パソコン、ディ

スプレイ）の処理については、原則として所有者が資源有効利用促進法に基づくリサイクルルートでリ

サイクルを行う。 

被災したパソコンが災害廃棄物として排出された場合や、倒壊家屋の解体・撤去等の際に回収したも

のについては、「被災したパソコンの処理について」（平成 23 年 3 月 環境省）を参考に、次のとおり

処理する。 

・災害廃棄物の中から、可能な範囲で分別し、仮置場で一時保管する。 

・破損の程度等を勘案し、リサイクル可能（有用な資源の回収が見込める）か否かを判断し、リサイ

クル可能なものは一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会に引取を依頼する。 

・リサイクル不可能なものは、災害廃棄物として処理を行う。 
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（３）廃自動車等 

被災した自動車（以下「廃自動車」という。）及び被災した自動二輪車及び原動機付自転車（以下「廃

バイク」という。）は、原則として使用済自動車の再資源化等に関する法律によるリサイクルルート又は

メーカー等が自主的に構築している二輪車リサイクルシステムにより適正に処理を行う。 

なお、廃自動車及び廃バイク（以下「廃自動車等」という。）の処分には、原則として所有者の意思確

認が必要となるため、関係機関等へ所有者の照会を行う。 

 

表３-９ 廃自動車等の所有者照会先 

区分 情報の内容 照会先 

廃自動車 車両ナンバー 登録自動車 運輸支局 

軽自動車 軽自動車検査協会 

車検証・車台番号 運輸支局 

廃バイク 車両ナンバー 自動二輪車 運輸支局 

原動機付自転車 各自治体 

 

３）有害廃棄物・適正処理困難物 

有害性・危険性がある廃棄物は、適正処理を推進するため、関連業者へ協力要請を行い、処理ルート

を確保する。 

 

表３-10 有害廃棄物・適正処理困難物の取り扱い 

区分 項目 収集方法 処理方法 

有
害
性
物
質
を
含
む
も
の 

廃農薬、殺虫剤、その他薬品(家庭薬品で

はないもの) 

販売店・メーカーに回収依頼、または廃

棄物処理許可業者に回収・処理依頼 

中和、焼却 

塗料、ペンキ 焼却 

廃
電
池
類 

密閉型ニッケル・カドミウム蓄

電池(ニカド電池)、ニッケル水

素電池、リチウムイオン電池 

リサイクル協力店の回収(箱)へ 破砕、選別、リサイ

クル 

ボタン電池 電器店等の回収(箱)へ 

カーバッテリー リサイクルを実施しているカー用品店・

ガソリンスタンドへ 

破砕、選別、リサイ

クル(金属回収) 

廃蛍光灯 回収(リサイクル)を行っている事業者へ 破砕、選別、リサイ

クル(カレット、水銀

回収) 

あ
る
も
の 

危
険
性
が 

灯油、ガソリン、エンジンオイル 購入店・ガソリンスタンドへ 焼却、リサイクル 

有機溶剤(シンナー等) 販売店・メーカーに回収依頼、または廃

棄物処理許可業者に回収・処理依頼 

焼却 

ガスボンベ 引取販売店への返却依頼 再利用、リサイクル 

カセットボンベ・スプレー缶 使い切ってから排出する場合は、穴を開

けて燃えないごみとして排出 

破砕 

消火器 購入店・メーカー・廃棄物処理許可業者

に依頼 

破砕、選別、リサイ

クル 

(

家
庭) 

廃
棄
物 

感
染
性 

使用済み注射器針、使い捨て注射器等 地域によって自治体で有害ごみとして収

集、指定医療機関での回収(使い捨て注射

針回収薬局等) 

焼却・溶融、埋立 
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４）太陽光発電設備 

太陽光発電設備の太陽電池モジュールは大部分がガラスで構成され、モジュールが破損していても光

が当たれば発電するため、安全性に配慮して、次のとおり取り扱う。 

・太陽電池モジュールの表面を下にするか、又は表面を段ボール・ブルーシート・遮光用シート等で

覆って発電しないようにして、感電を防止する。 

・撤去作業を行う際は、保護帽・厚手の手袋・保護メガネ・作業着等を着用して、怪我を防止する。 

・雨水などの水濡れによって含有物質が流出する恐れや感電の危険性が高まる恐れがあるため、ブル

ーシートで覆う等の水濡れ防止策をとる。 

・感電等の危険性、重金属や有用資源の含有等から、可能な限り分別保管する。 

・みだりに人が触るのを防ぐための囲いを設け、貼り紙等で注意を促す。 

・廃棄物処理法に基づき運搬する。 

 

５）貴重品・思い出の品 

倒壊家屋等の解体現場や災害廃棄物の撤去現場・仮置場等において、貴重品や思い出の品を発見した

場合は、次のとおり取り扱う。 

 

表３-11 貴重品・思い出の品の取り扱い 

種類 具体例 取り扱い方法 

貴重品 財布、通帳、印鑑、株

券・金券・商品券・古

銭・貴金属等の有価物、

金庫、猟銃など 

●所有者等が不明な貴重品を発見した際には、持ち運びが可能な場合

は、透明な袋に入れ、発見日時・発見場所・発見者氏名を記入し、速

やかに警察に届け出る。 

●所有者等が不明な金庫、猟銃等を発見した場合は、速やかに警察に連

絡し、引取を依頼する。 

●所有者等が判明した場合は連絡するよう努め、所有者等が引渡しを

求める場合は返還する。 

思い出の品 写真・アルバム、手帳、

トロフィー、賞状、位

牌など、所有者等の個

人にとって価値がある

と認められるもの 

●思い出の品を発見した際には、回収後、ほこりなどを除去し、土や泥

がついている場合は洗浄・乾燥したうえで、公共施設等で保管・管理

し、閲覧（展示）や引渡しの機会を作り、所有者等に返還する。 

●保管期間については、遺失物法の規定に準じることを基本とし、被災

者の生活混乱状況を考慮して設定する。 

●保管・管理にあたっては、破損防止に努めるとともに、個人情報が含

まれることに配慮する。 
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９．環境対策 

災害廃棄物の各処理工程（損壊家屋等の解体撤去や収集運搬、中間処理（仮置き、選別、破砕、焼却）、

最終処分等）では、周辺環境の保全、作業者及び周辺住民への健康影響の防止、労働災害の予防措置の

ための環境対策を実施するとともに、必要に応じてモニタリングを行い、その結果についてはホームペ

ージ等により情報提供を行う。 

 

１）環境影響及び環境保全対策 

災害廃棄物処理の各工程で想定される大気質、騒音・振動、水質、土壌、悪臭に係る環境影響の主な

要因と内容、及び環境影響を回避・低減するために考えられる環境保全対策の例は、次のとおりとする。 

 

表３-12 主な環境影響及び環境保全対策 

項目 環境影響要因 環境影響の内容 環境保全対策 

大
気
質 

災害廃棄物の存在 ・損壊家屋等における廃石綿等の露出に

伴う石綿の飛散 

・シートによる被覆 

損壊家屋の解体・撤去 ・解体撤去作業に伴う粉じんの飛散 

・石綿含有建材等の解体・撤去に伴う石

綿の飛散 

・重機等の稼働に伴う排ガス及び粉じん

の飛散 

・定期的な散水の実施 

・石綿飛散対策の適切な実施 

・排出ガス対策型の重機等の使用 

収集運搬車両の走行 ・収集運搬車両の走行に伴う排ガス及び

粉じんの飛散 

・低公害車の使用 

・運搬車両のタイヤ洗浄の実施 

仮置場の設置・稼働 

 

・搬入車両の走行及び重機等の稼働に伴

う排ガス及び粉じんの飛散 

・災害廃棄物の積み下ろしに伴う粉じん

の飛散 

・災害廃棄物の保管に伴う有害ガス、可

燃性ガスの発生 

・破砕・選別作業に伴う粉じんの飛散 

・定期的な散水の実施 

・搬入路の整備（鉄板敷設や簡易舗装）によ

る粉じんの発生抑制 

・低公害車の使用 

・搬入車両のタイヤ洗浄の実施 

・排出ガス対策型の重機等の使用 

・保管場所及び破砕選別装置への屋根の設置 

・飛散防止シートの設置 

・災害廃棄物の積み上げ高さ制限や、有害・

危険物の分別による有害・可燃性ガスの発

生抑制 

騒
音
・
振
動 

損壊家屋の解体・撤去 ・重機等の稼働に伴う騒音・振動 ・低騒音・低振動型の重機等の使用 

収集運搬車両の走行 ・収集運搬車両の走行に伴う騒音・振動 ・幹線道路の使用 

・積載効率の向上による走行台数の削減 

・運転マナーの徹底、エコドライブの励行 

仮置場の設置・稼働 

 

・仮置場内の車両走行に伴う騒音・振動 

・重機等による破砕・選別作業に伴う騒

音振動 

・運転マナーの徹底、エコドライブの励行 

・低騒音・低振動型の重機等の使用 

・防音壁・防音シートの設置 

水
質 

仮置場の設置・稼働 ・降雨等による災害廃棄物に含まれる汚

染物質の公共用水域への流出 

・遮水シートの敷設 

・敷地内で発生する排水、雨水の適切な処理

の実施 

土
壌 

仮置場の設置・稼働 ・災害廃棄物から周辺土壌への有害物質

等の漏出 

・遮水シートの敷設 

・PCB 等の有害廃棄物の分別保管 

悪
臭 

災害廃棄物の存在 ・災害廃棄物からの悪臭 ・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・消臭剤や脱臭剤の散布、シートによる被覆 

仮置場の設置・稼働 ・災害廃棄物からの悪臭 ・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・消臭剤や脱臭剤の散布、シートによる被覆 
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２）モニタリング 

発災時には、災害廃棄物の各処理工程における大気質、騒音・振動、水質、土壌、悪臭の環境への影

響を把握するとともに、環境保全対策の効果を検証し、更なる対策の必要性を検証することを目的とし

て、仮置場及び廃棄物の運搬経路でのモニタリングを実施する。また、被災状況に応じて、損壊家屋の

解体撤去現場等でのモニタリングの実施についても検討する。 

モニタリングの実施にあたっては、対象となる仮置場の目的や規模、保管している災害廃棄物の内容

や性状、場内での作業内容、周辺環境の現況や町民の活動状況等を考慮し、適切な項目や頻度を設定す

る。 

なお、モニタリングは、災害発生初期の人命救助・捜索・緊急道路の啓開等の緊急時を除き、災害廃

棄物の処理を開始する段階から行う。 

 

 

第２節 災害に伴って発生する生活ごみの処理  

被災者や避難者の生活に伴い発生する生活ごみ等の廃棄物（災害ごみ）は、公衆衛生の確保及び生活

環境の保全の観点から、可能な限り発災直後から収集・処理を行うとともに、できる限り早期に平時の

収集運搬・処理体制を回復させるよう努める。 

発災直後は、被災家屋等から排出される粗大ごみが一時的に増加するため、被災地近隣に町民仮置場

を設置し、被災家屋等から発生する畳・ガラス等の不燃物・破損した家具及び家電の自己搬入を受け入

れ、集積・一時保管を行うことで、被災者の生活環境・空間の確保に努める。 

また、算出根拠については資料編の資料編 P7 表 4 に記載している。 

 

 

 

図３-5 避難者数と生活ごみ発生量の見込み 

 

１．収集・運搬 

１）収集運搬体制 

避難所ごみ等の収集は、可能な限り本町の収集体制（委託及び許可業者）により対応することとし、

収集を中止した資源物や粗大ごみの収集運搬体制（人員・機材）を生活ごみや避難所の混合ごみの収集

に充てる。 

なお、業者の収集能力が不足する場合には、民間事業者や他自治体に支援を要請し、収集運搬体制の

確保に努める。 
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２）収集運搬の実施 

発災時には、道路・橋りょうの被害状況や避難所開設状況等を踏まえた収集運搬に関する計画を作成

し、以下の事項に留意して収集運搬を実施する。 

 

（１）家庭ごみ（粗大ごみを除く） 

・生ごみ等腐敗しやすい廃棄物は、被災地における防疫上特に早急に収集する必要があるため、発災

後 3 日以内に生活ごみの収集を開始することを目標とする。 

・可能な限り平時と同じ収集曜日、収集ルートで行うことを基本とし、被災状況や道路の通行可能状

況、避難所の開設場所等を考慮し、必要に応じて柔軟に対応する。 

・発災直後は、状況に応じて、生活ごみ以外の粗大ごみ及び資源物の収集は中止し、生活ごみのみの

収集とする。なお、処理施設の受入体制及び収集運搬体制が整い次第、順次収集を再開する。 

 

（２）粗大ごみ 

・粗大ごみの収集を一時的に中止する場合、申込受付済みの粗大ごみについては、家庭内で保管して

もらうよう周知する。 

 

（３）避難所ごみ 

・生活ごみの収集ルートに組み込んで収集する。 

・生ごみを含む混合ごみを優先的に収集することとし、避難所の状況に応じて、可能な限り資源物の

分別・保管を要請する。 

 

（４）町民周知 

・町民に対して、収集運搬に関する情報を随時発信し、収集区分や収集曜日等を周知し、分別の徹底

と協力を呼びかける。 

 

２．自己搬入 

発災直後は、被災者が破損した粗大ごみ等を搬入できるよう、被災地近隣に町民仮置場を設置するこ

ととし、原則としてクリーンセンター広陵（または山辺・県北西部広域環境衛生組合の新焼却施設）へ

の自己搬入は中止する。 

 

３．処理・処分 

平時と同様の処理・処分（クリーンセンター広陵（または山辺・県北西部広域環境衛生組合の新焼却

施設）での処理）を行うことを基本とする。なお、施設の復旧の遅れ等により、処理能力が不足する場

合は、民間業者や他自治体または県に応援を要請する。 
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第３節 災害に伴って発生するし尿の処理 

被災者や避難者の生活に伴い発生するし尿の処理については、公衆衛生の確保及び生活環境の保全の

観点から、可能な限り発災直後から収集・処理を行うとともに、できる限り早期に通常の収集運搬・処

理体制を回復させるよう努める。 

また、算出根拠については資料編の資料編 P8 表 5 に記載している。 

 

表３-13 し尿収集必要量と仮設トイレ必要基数の見込み（ピーク時） 

し尿収集必要人口  仮設トイレ必要者数  

 し尿収集必要量  仮設トイレ必要基数 

34,855 人 59 kl/日 32,534 人 415 基 

 

 

１．災害用トイレ 

発災時には、被災者の生活に支障が生じないよう、仮設トイレを設置する。仮設トイレ設置の優先順

は、①指定避難所、②病院及び福祉施設、③被害の大きい住宅地付近の公園・空き地とする。 

災害用トイレに不足が生じた場合は、民間事業者や他自治体に支援を要請し、トイレの確保に努める。 

 

２．収集・運搬 

１）収集運搬体制 

し尿の収集は、可能な限り本町の収集体制（し尿は委託業者、浄化槽汚泥は許可業者）により対応す

る。なお、被災により既存業者の収集能力が不足する場合には、他自治体等に支援を要請し、収集運搬

体制の確保に努める。 

 

２）収集運搬の実施 

発災時には、道路・橋りょう・処理施設の被害状況や避難所開設状況、仮設トイレの設置状況等を踏

まえた収集運搬に関する計画を作成し、次の事項に留意して収集運搬を実施する。 

・可能な限り平時と同じ収集頻度で行うことを基本とし、収集ルートについては、被災状況や道路の

通行可能状況、避難所の開設場所等を考慮し、必要に応じて柔軟に対応する。 

・し尿処理手数料については、一定期間無料で収集することを検討する。 

 

３．処理 

収集したし尿は、原則として平時どおりの処理（現在では、おおやまと環境整美事業協同組合と大和

清掃企業組合を経由し、奈良県葛城地区清掃事務組合アクアセンターに搬入）を行うが、処理施設の被

害状況により平時と同じ施設への搬入が困難な場合には、他自治体へ協力を要請し処理を行う。 

なお、使用後の簡易トイレについては、災害ごみとして収集・処理する。 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料編） 
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第１章 災害廃棄物の推計  
 

第 1節 生活ごみ（避難所ごみ、通常ごみ）発生量 

１．人口の設定 

「第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書」の広陵町被害想定における死者数（135 人）と、り災者数

（避難人口：1 週間後に 10,417 人）から、生存者における避難者数と避難しない人数を設定した。な

お、避難者数は１週間後をピークとして、半年を目途に避難所を閉設することと仮定し、その間を直線

的に推移させた。 

 

表１ 被害想定からの推計の流れ 

 

＊「第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書」に記載の死者数・り災者数を元に推計 

＊避難しない人数＝総人口-死者数-避難者数 

 

２．避難所ごみの推計 

避難所から排出されるごみは容器包装等が過剰となることから、通常のごみと比べて多くなる傾向に

ある。阪神大震災では通常ごみの約 1.71 倍が排出されたという事例があり、これをあてはめた。 

 

 

     ［出典］神戸市の記録 1995 年 p.272 

図１ 避難所ごみの排出事例 

 

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月

総人口 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990

死者数 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

生存者数 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855

避難者数 8,929 7,441 5,953 4,465 2,977 1,489 0 0 0 0 0 0

避難しない人数 25,926 27,414 28,902 30,390 31,878 33,366 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855

ア. 避難所ごみの収集

避難所から出されるごみは、避難所に寝泊ま

りをしている人の分だけではなく、避難所に食

料配給等を受取りに来る人のごみも含まれてい

る。

避難所から出されるごみは、通常の生活から

排出されるような厨芥類がないかわりに、救援

物資の弁当殻、ペットボトル・空缶・空きビン

等の容器類や紙類の食器類、通常よりかさのか

かるものが多く、2月の実績として概ね1人当

たり1.2kgと、通常時の量700gより多かった。

避難所の中でも小・中学校等大規模なところ

はごみ量も多く、毎日収集が必要となり環境共

栄事業協同組合の協力を得て収集を行った。

又、一方で避難所を退去する際に、毛布・タ

タミ・ダンボール・ポリタンク等が一時大量に

排出され、民生局と協議しリサイクル出来るも

のについてはリサイクルしている。

（避難所のごみの収集状況）

・1月24日～3月31日 延べ2,218台

・1日平均33台
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３．通常ごみの推計 

避難しない人については、通常のごみが排出されるものとした。 

 

 

第２節 災害がれき発生量 

１．被害想定による災害がれき発生量 

内陸直下型地震による災害がれき発生量については、現行指針に基づき、「揺れ、液状化、急傾斜地崩」

によるものと「火災」によるものごとに、建物の全壊・半壊、または木造・非木造による 1 棟あたりの

災害がれき発生原単位をあてはめて算出した。また発生した災害がれきの種類別の割合についても、現

行指針のとおり案分した。 

 

表 2 被害想定からの推計の流れ 

項目 区分 発生原単位 種類別の割合＊5 

被害想定 倒壊家屋数 

揺れ、液状化、 

急傾斜地崩 

全壊 150t/棟＊1 

半壊 30t/棟＊2 

木くず 15.2％ 

畳 0.4％ 

廃プラ 0.6％ 

混合廃棄物（可燃） 5.2％ 

コンクリートがら 49.7％ 

金属くず 6.6％ 

瓦 5.5％ 

ガラス 0.5％ 

石膏ボード 2.7％ 

混合廃棄物（不燃） 13.4％ 

家電 4 品目 0.2％ 

火災 

木造 99t/棟＊3 

可燃物 0.1% 

不燃物 65.0% 

コンクリートがら 31.0% 

木くず 0.0% 

金属くず 4.0% 

非木造 126t/棟＊4 

可燃物 0.1% 

不燃物 20.0% 

コンクリートがら 76.0% 

木くず 0.0% 

金属くず 4.0% 

［出典］災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月） 技術資料 1-11-1-1  

＊1 p.10 阪神大震災の原単位（地域性を考慮） 

＊2 p.10 全壊の 20％ 

＊3 p.13 全壊の 34％減（減量割合） 

＊4 p.13 全壊の 16％減（減量割合） 

＊5 p.8  奈良県災害廃棄物処理計画（平成 28 年 3 月） 
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表 3 被害想定からの推計結果 

 

＊1 第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書（資料編）p.147 

＊2 奈良県災害廃棄物処理 P8 より案分 

＊3 第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書（資料編）p.149 

＊4 住宅・土地統計調査 

＊5 災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月） 技術資料 1-11-1-1 p.14 

  

＜揺れ、液状化、急傾斜地崩＞ ＜火災＞

建物棟数*1 棟 3,260 焼失棟数*3 棟 346

発生源単位 ｔ/棟 150 地域における木造割合*4 ％ 84%

発生量 ｔ 489,000 想定木造焼失棟数 棟 291

建物棟数*1 棟 2,032 発生原単位 ｔ/棟 99

発生源単位 ｔ/棟 30 発生量 t 28,809

発生量 ｔ 60,960 地域における非木造割合*4 ％ 16%

ｔ 549,960 想定非木造焼失棟数 棟 55

％ 15.2% 発生原単位 ｔ/棟 126

％ 0.4% 発生量 t 6,930

％ 0.6% 可燃物 ％ 0.1%

％ 5.2% 不燃物 ％ 65.0%

％ 49.7% コンクリートがら ％ 31.0%

％ 6.6% 木くず ％ 0.0%

％ 5.5% 金属くず ％ 4.0%

％ 0.5% 可燃物 ％ 0.1%

*2 ％ 2.7% 不燃物 ％ 20.0%

％ 13.4% *5 コンクリートがら ％ 76.0%

％ 0.2% 木くず ％ 0.0%

ｔ 83,594 金属くず ％ 4.0%

ｔ 2,200 可燃物 ｔ 36

ｔ 3,300 不燃物 ｔ 20,075

ｔ 28,598 コンクリートがら ｔ 14,198

ｔ 273,330 木くず ｔ 0

ｔ 36,297 金属くず ｔ 1,430

ｔ 30,248

ｔ 2,750

ｔ 14,849

ｔ 73,695

ｔ 1,099

木くず

廃プラ

金属くず（金属スクラップ）

瓦

瓦

非

木

造

木

造

建

物

非

木

造

建

物

発

生

量

種

類

別

（合計発生量）

畳

混合廃棄物（可燃）

混合廃棄物（可燃）

廃プラ

がれき類（コンクリートがら）

金属くず（金属スクラップ）

ガラス

石膏ボード

混合廃棄物（不燃）

家電4品目

種

類

別

発

生

量

ガラス

石膏ボード

混合廃棄物（不燃）

家電4品目

木くず

畳

がれき類（コンクリートがら）

発

生

量

の

推

計

全

壊

半

壊

種

類

別

割

合

種

類

別

割

合

木

造
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２．災害がれきの処理・処分の流れ 

災害がれきの処理・処分は、山辺・県北西部広域環境衛生組合「災害廃棄物処理基本方針」に準拠し、

図 2 のとおりとした。 

また、「現行指針」に基づき、災害がれきの焼却量は全体量の 10％＊と仮定した。その際、「木くず」

及び「可燃性粗大ごみ」については焼却とリサイクルまたは埋立とに分かれるため、全体の焼却量が10％

を超えない範囲で案分した。 
 
＊［出典］災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月） 技術資料 1-11-2 

p.17 首都直下地震で、再生利用の度合を安全側にみた場合の要焼却割合を適用。 

なお、火災消失分の要焼却割合は 0 と設定されているため、本計画では全体に対して 10％を適用した。 

 

 

                ［出典］災害廃棄物処理基本方針（山辺・県北西部広域環境衛生組合） 

 

図 2 災害がれきの処理フロー 

 

  

処理/資源化

可燃物

木くず・倒木

その他可燃物

不燃物

コンクリートがら

瓦・陶磁器・ガラス

石膏ボード

金属類

その他不燃物

混合ごみ

家電製品、自動車

危険物
有害廃棄物等

土砂等

粗
選

別

木くず

コンクリートがら

廃瓦

廃石膏ボード

金属スクラップ

可燃性粗大ごみ
不燃性粗大ごみ

粗選別残渣

切断
破砕

破砕

破砕

破砕選別
（トロン

メル等）

粗選別

保管

保管・前処理

選別

チップ化 木質原燃料等

焼却

建設土木資材

建設土木資材

石膏ボード原料

鉄鋼材料

可燃ごみ

不燃ごみ

焼却

埋立

鉄鋼材料等

リサイクル施設

処理施設

土木資材・
最終処分

金属スクラップ

リサイクル対象品目

リサイクル法に基づくリサイクル

専門業者等
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３．解体・撤去の進捗及び仮置場での処理率の設定 

災害がれきの処理は、解体・撤去の進捗率や仮置場での処理率を加味する必要がある。したがって、

東日本大震災の事例をあてはめた。 

 

 

 

 

［出典］東日本大震災における災害廃棄物処理概要報告書（H28.3 環境省）p.3-20～ 

図 3 災害がれきの処理フロー 

4月 6月 7月 8月 9月

撤去率 31% 41% 46% 62% 70%

処理率 0% 1% 2% 2% 3%

市民仮置場 用地選定

搬入場

生活ごみ

避難所ごみ

し尿 簡易処理

撤去

解体撤去 体制整備

破砕・選別 災害廃棄物の破砕・選別

焼却処理 試験処理

再資源化・最終処分 金属 廃石膏

表 3.6-1　仙台市における災害廃棄物処理プロセスの概要（初期から体制整備まで）

2011年

5月

41%

0%

震災廃棄物対策室を中心とした対応

「災害廃棄物の処理方針」の実施

原状回復

整備、運営・管理

発注手続 建設・試運転

ごみ処理体制正常化収集・処理（通常処理）

収集・処理

一次保管・臨時処理

ごみ処理体制正常化 避難所閉鎖

仮設施設で処理

散乱した災害廃棄物の撤去

受付開始 解体開始

一
廃
処
理

災
害
廃
棄
物
処
理

仮設焼却施設

3月

-

-

環境局で対応

発生量推計・処理方法の検討

整備、運営・管理

用地選定

施設規模等の検討

進
捗

体制

計画

仮
置
場

仮設
施設

※撤去率：推計量に対して、仮置場に搬入された災害廃棄物等の割合

※処理率：推計量に対して、処理先へ搬入された災害廃棄物等の割合

撤去率 83% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

処理率 3% 4% 4% 5% 5% 6% 8% 10% 11% 14% 19% 22% 26% 33% 36%

市民仮置場

搬入場

生活ごみ

避難所ごみ

し尿

撤去

解体撤去

破砕・選別

焼却処理

再資源化・最終処分

※処理率：推計量に対して、処理先へ搬入された災害廃棄物等の割合

仮設焼却施設での処理

コンクリートくず、津波堆積物等

※撤去率：推計量に対して、仮置場に搬入された災害廃棄物等の割合

災
害
廃
棄
物
処
理

散乱した災害廃棄物、津波堆積物の撤去

解体継続

災害廃棄物の破砕・選別

仮
置
場

原状回復

運営・管理

体制

計画

震災廃棄物対策室を中心とした対応

「災害廃棄物の処理方針」の実施

一
廃
処
理 仮設施設で処理

通常処理

通常処理

仮設
施設

仮設焼却施設 運営・管理

1～3月

2012年

4～6月 7～9月 10～12月

進
捗

2011年

10～12月

表 3.6-2　仙台市における災害廃棄物処理プロセスの概要（本格処理実施期）

2014年

撤去率 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100%

処理率 42% 50% 57% 59% 69% 75% 81% 84% 87% 91% 94% 100% 100% 100% 100%

市民仮置場

搬入場

生活ごみ

避難所ごみ

し尿 通常処理

撤去

解体撤去

破砕・選別

焼却処理

再資源化・最終処分

※処理率：推計量に対して、処理先へ搬入された災害廃棄物等の割合

1～3月

進
捗

体制 震災廃棄物対策室を中心とした対応

計画 「災害廃棄物の処理方針」の実施

仮
置
場

表 3.6-3　仙台市における災害廃棄物処理プロセスの概要（本格処理の後半から完了まで）

※撤去率：推計量に対して、仮置場に搬入された災害廃棄物等の割合

2013年

運営・管理 原状回復

運営・管理 解体

解体継続

災害廃棄物の破砕・選別

仮設焼却施設

災
害
廃
棄
物
処
理

仮設
施設

仮設焼却施設

一
廃
処
理

通常処理

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月
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４．クリーンセンター広陵の処理能力（回復率）の設定 

現行指針では、震度 6 強以上の震度の場合「最大 4 ヶ月間において処理能力が 63％低下する」＊と仮

定し、ごみ処理施設の受入可能量を試算することとされている。これにしたがい、クリーンセンター広

陵の処理能力を設定した。 
 
＊［出典］災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月） 技術資料 1-11-2 p.6 

 

 

第３節 災害廃棄物（災害がれき及び生活ごみ）量の推計結果 

クリーンセンター広陵では、生活ごみ（避難所ごみ、通常ごみ）を優先的に処理し、余力の範囲で災

害がれきを処理するものとした。また、解体・撤去の進捗率や仮置場での処理率によって処理量が変動

することから、月ごとの処理量を試算した。その結果、クリーンセンター広陵で処理しきれない分につ

いては、委託等により広域処理を行うものとした。 

災害廃棄物量の推計結果を、表 4 に示す。 
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表 4 災害廃棄物量の推計結果 

 

 

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月 16ヶ月 17ヶ月 18ヶ月 19ヶ月 20ヶ月 21ヶ月 22ヶ月 23ヶ月 24ヶ月 25ヶ月 26ヶ月 27ヶ月 28ヶ月 29ヶ月 30ヶ月 31ヶ月 32ヶ月 33ヶ月 34ヶ月 35ヶ月 36ヶ月

総人口 人 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990 34,990

死者数 人 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

生存者数 人 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855

避難者数 人 8,929 7,441 5,953 4,465 2,977 1,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生存者のうち避難しない人 25,926 27,414 28,902 30,390 31,878 33,366 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855

通常ごみ（焼却量） t 421 445 469 493 517 542 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566

生存者のうち避難しない人 人 25,926 27,414 28,902 30,390 31,878 33,366 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855 34,855

平常時原単位 g/人・日

避難所ごみ（焼却量） t 248 206 165 124 83 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

避難者数 人 8,929 7,441 5,953 4,465 2,977 1,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

避難所ごみ原単位 g/人・日

合計 t 20,734 669 651 634 617 600 583 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566

解体・撤去の実施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

進捗率 % 31% 41% 41% 46% 62% 70% 82% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100%

一次仮置場の設置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

処理率 % 0.0% 0.0% 1.0% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 8.0% 10.0% 11.0% 14.0% 19.0% 22.0% 26.0% 33.0% 36.0% 42.0% 50.0% 57.0% 59.0% 69.0% 75.0% 81.0% 84.0% 87.0% 91.0% 94.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

クリーンセンター広陵の稼働 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

稼働率 % 37% 37% 37% 37% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

処理可能量 t 315 315 315 315 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851

木くず t 83,594 25,914 34,274 34,274 38,453 51,828 58,516 68,547 81,086 81,086 81,086 81,086 81,086 81,086 81,922 81,922 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 82,758 83,594 83,594 83,594 83,594

畳 t 2,200 682 902 902 1,013 1,364 1,539 1,804 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,157 2,157 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,177 2,200 2,200 2,200 2,200

廃プラ t 3,300 1,023 1,353 1,353 1,518 2,046 2,310 2,706 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,234 3,234 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,300 3,300 3,300 3,300

混合廃棄物（可燃） t 28,634 8,877 11,740 11,740 13,172 17,753 20,044 23,480 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 27,775 28,061 28,061 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,348 28,634 28,634 28,634 28,634

がれき類（コンクリートがら） t 287,528 89,134 117,886 117,886 132,263 178,267 201,270 235,773 278,902 278,902 278,902 278,902 278,902 278,902 281,777 281,777 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 284,653 287,528 287,528 287,528 287,528

金属くず（金属スクラップ） t 37,727 11,695 15,468 15,468 17,354 23,391 26,409 30,936 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,972 36,972 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,350 37,727 37,727 37,727 37,727

不燃物 t 142,716 44,242 58,514 58,514 65,649 88,484 99,901 117,027 138,435 138,435 138,435 138,435 138,435 138,435 139,862 139,862 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 141,289 142,716 142,716 142,716 142,716

木くず t 25,914 34,274 33,438 36,781 49,738 56,008 65,621 77,742 77,324 76,906 76,488 76,070 74,398 73,562 72,726 71,054 66,874 64,366 61,022 55,170 52,662 47,646 40,958 35,106 33,434 25,075 20,059 15,043 12,535 10,027 6,683 4,175 0 0 0 0

畳 t 682 902 880 969 1,309 1,473 1,727 2,046 2,035 2,024 2,013 2,002 1,958 1,937 1,915 1,869 1,759 1,693 1,605 1,451 1,385 1,253 1,077 923 879 659 527 395 329 263 175 109 0 0 0 0

廃プラ t 1,023 1,353 1,320 1,452 1,963 2,210 2,589 3,067 3,050 3,033 3,016 2,999 2,933 2,900 2,867 2,801 2,636 2,537 2,405 2,174 2,075 1,877 1,613 1,382 1,316 986 788 590 491 392 260 161 0 0 0 0

混合廃棄物（可燃） t 8,877 11,740 11,454 12,600 17,038 19,186 22,479 26,631 26,488 26,345 26,202 26,059 25,486 25,199 24,913 24,341 22,909 22,050 20,905 18,901 18,042 16,324 14,033 12,029 11,456 8,593 6,875 5,157 4,298 3,439 2,294 1,435 0 0 0 0

がれき類（コンクリートがら） t 89,134 117,886 115,011 126,513 171,079 192,644 225,709 267,400 265,962 264,524 263,086 261,648 255,897 253,021 250,146 244,396 230,020 221,394 209,893 189,766 181,140 163,888 140,886 120,759 115,008 86,255 69,003 51,751 43,125 34,499 22,998 14,372 0 0 0 0

金属くず（金属スクラップ） t 11,695 15,468 15,091 16,600 22,448 25,277 29,615 35,085 34,896 34,707 34,518 34,329 33,574 33,196 32,819 32,065 30,179 29,047 27,538 24,897 23,765 21,501 18,483 15,842 15,087 11,314 9,050 6,786 5,654 4,522 3,013 1,881 0 0 0 0

不燃物 t 44,242 58,514 57,087 62,795 84,916 95,619 112,031 132,725 132,011 131,297 130,583 129,869 127,015 125,588 124,161 121,307 114,171 109,890 104,181 94,191 89,910 81,347 69,930 59,940 57,086 42,814 34,251 25,688 21,407 17,126 11,417 7,136 0 0 0 0

合計 t 181,567 240,137 234,281 257,710 348,491 392,417 459,771 544,696 541,766 538,836 535,906 532,976 521,261 515,403 509,547 497,833 468,548 450,977 427,549 386,550 368,979 333,836 286,980 245,981 234,266 175,696 140,553 105,410 87,839 70,268 46,840 29,269 0 0 0 0

木くず t 83,594 0 0 836 836 418 418 418 418 418 418 418 418 1,672 1,672 836 2,508 4,180 2,508 3,344 5,852 2,508 5,016 6,688 5,852 1,672 8,359 5,016 5,016 2,508 2,508 3,344 2,508 5,011 0 0 0

容積（㎥） ㎥ 0 0 2,090 2,090 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 4,180 4,180 2,090 6,270 10,450 6,270 8,360 14,630 6,270 12,540 16,720 14,630 4,180 20,898 12,540 12,540 6,270 6,270 8,360 6,270 12,528 0 0 0

→木質原燃料等へ t 0 0 438 438 219 219 219 219 219 219 219 219 886 886 438 1,330 2,216 1,330 1,773 3,103 1,330 2,660 3,546 3,103 886 4,432 2,660 2,660 1,330 916 1,221 916 1,824 0 0 0

→焼却へ t 0 0 398 398 199 199 199 199 199 199 199 199 786 786 398 1,178 1,964 1,178 1,571 2,749 1,178 2,356 3,142 2,749 786 3,927 2,356 2,356 1,178 1,592 2,123 1,592 3,187 0 0 0

畳 t 2,200 0 0 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 44 44 22 66 110 66 88 154 66 132 176 154 44 220 132 132 66 66 88 66 132 0 0 0

容積（㎥） ㎥ 0 0 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 18 18 9 26 44 26 35 62 26 53 70 62 18 88 53 53 26 26 35 26 53 0 0 0

→焼却へ t 0 0 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 44 44 22 66 110 66 88 154 66 132 176 154 44 220 132 132 66 66 88 66 132 0 0 0

廃プラ t 3,300 0 0 33 33 17 17 17 17 17 17 17 17 66 66 33 99 165 99 132 231 99 198 264 231 66 330 198 198 99 99 132 99 194 0 0 0

容積（㎥） ㎥ 0 0 13 13 7 7 7 7 7 7 7 7 26 26 13 40 66 40 53 92 40 79 106 92 26 132 79 79 40 40 53 40 78 0 0 0

→焼却へ t 0 0 33 33 17 17 17 17 17 17 17 17 66 66 33 99 165 99 132 231 99 198 264 231 66 330 198 198 99 99 132 99 194 0 0 0

混合廃棄物（可燃) t 28,634 0 0 286 286 143 143 143 143 143 143 143 143 573 573 286 859 1,432 859 1,145 2,004 859 1,718 2,291 2,004 573 2,863 1,718 1,718 859 859 1,145 859 1,721 0 0 0

容積（㎥） ㎥ 0 0 114 114 57 57 57 57 57 57 57 57 229 229 114 344 573 344 458 802 344 687 916 802 229 1,145 687 687 344 344 458 344 688 0 0 0

→焼却へ t 0 0 133 133 66 66 66 66 66 66 66 66 276 276 133 414 690 414 552 966 414 828 1,104 966 276 1,380 828 828 414 0 0 0 0 0 0 0

→埋立へ t 0 0 153 153 77 77 77 77 77 77 77 77 297 297 153 445 742 445 593 1,038 445 890 1,187 1,038 297 1,483 890 890 445 859 1,145 859 1,721 0 0 0

がれき類（コンクリートがら） t 287,528 0 0 2,875 2,875 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 5,751 5,751 2,875 8,626 14,376 8,626 11,501 20,127 8,626 17,252 23,002 20,127 5,751 28,753 17,252 17,252 8,626 8,626 11,501 8,626 17,247 0 0 0

容積（㎥） ㎥ 0 0 3,163 3,163 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 6,326 6,326 3,163 9,489 15,814 9,489 12,651 22,140 9,489 18,977 25,302 22,140 6,326 31,628 18,977 18,977 9,489 9,489 12,651 9,489 18,972 0 0 0

→建設土木資材へ t 0 0 2,875 2,875 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 5,751 5,751 2,875 8,626 14,376 8,626 11,501 20,127 8,626 17,252 23,002 20,127 5,751 28,753 17,252 17,252 8,626 8,626 11,501 8,626 17,247 0 0 0

金属くず（金属スクラップ） t 37,727 0 0 377 377 189 189 189 189 189 189 189 189 755 755 377 1,132 1,886 1,132 1,509 2,641 1,132 2,264 3,018 2,641 755 3,773 2,264 2,264 1,132 1,132 1,509 1,132 2,258 0 0 0

容積（㎥） ㎥ 0 0 415 415 208 208 208 208 208 208 208 208 831 831 415 1,245 2,075 1,245 1,660 2,905 1,245 2,490 3,320 2,905 831 4,150 2,490 2,490 1,245 1,245 1,660 1,245 2,484 0 0 0

→鉄鋼材料へ t 0 0 377 377 189 189 189 189 189 189 189 189 755 755 377 1,132 1,886 1,132 1,509 2,641 1,132 2,264 3,018 2,641 755 3,773 2,264 2,264 1,132 1,132 1,509 1,132 2,258 0 0 0

不燃物 t 142,716 0 0 1,427 1,427 714 714 714 714 714 714 714 714 2,854 2,854 1,427 4,281 7,136 4,281 5,709 9,990 4,281 8,563 11,417 9,990 2,854 14,272 8,563 8,563 4,281 4,281 5,709 4,281 8,563 0 0 0

容積（㎥） ㎥ 0 0 1,570 1,570 785 785 785 785 785 785 785 785 3,139 3,139 1,570 4,709 7,850 4,709 6,280 10,989 4,709 9,419 12,559 10,989 3,139 15,699 9,419 9,419 4,709 4,709 6,280 4,709 9,419 0 0 0

→建設土木資材へ t 0 0 1,427 1,427 714 714 714 714 714 714 714 714 2,854 2,854 1,427 4,281 7,136 4,281 5,709 9,990 4,281 8,563 11,417 9,990 2,854 14,272 8,563 8,563 4,281 4,281 5,709 4,281 8,563 0 0 0

一次仮置場貯留量 t 585,699 0 0 5,856 5,856 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 11,715 11,715 5,856 17,571 29,285 17,571 23,428 40,999 17,571 35,143 46,856 40,999 11,715 58,570 35,143 35,143 17,571 17,571 23,428 17,571 35,126 0 0 0

容積（㎥） ㎥ 0 0 7,374 7,374 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 14,749 14,749 7,374 22,123 36,872 22,123 29,497 51,620 22,123 44,245 58,993 51,620 14,749 73,740 44,245 44,245 22,123 22,123 29,497 22,123 44,222 0 0 0

面積（㎡） ㎡ 0 0 2,950 2,950 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 5,900 5,900 2,950 8,849 14,749 8,849 11,799 20,648 8,849 17,698 23,597 20,648 5,900 29,496 17,698 17,698 8,849 8,849 11,799 8,849 17,689 0 0 0

焼却量 0 0 586 586 293 293 293 293 293 293 293 293 1,172 1,172 586 1,757 2,929 1,757 2,343 4,100 1,757 3,514 4,686 4,100 1,172 5,857 3,514 3,514 1,757 1,757 2,343 1,757 3,513 0 0 0

要焼却量 t 79,307 669 651 1,220 1,203 893 876 859 859 859 859 859 859 1,738 1,738 1,152 2,323 3,495 2,323 2,909 4,666 2,323 4,080 5,252 4,666 1,738 6,423 4,080 4,080 2,323 2,323 2,909 2,323 4,079 566 566 566

クリーンセンター広陵 t 27,637 315 315 315 315 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 566 566 566

広域処理 t 51,670 354 336 905 888 42 25 8 8 8 8 8 8 887 887 301 1,472 2,644 1,472 2,058 3,815 1,472 3,229 4,401 3,815 887 5,572 3,229 3,229 1,472 1,472 2,058 1,472 3,228 0 0 0

リサイクル量 t 510,045 0 0 5,117 5,117 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 10,246 10,246 5,117 15,369 25,614 15,369 20,492 35,861 15,369 30,739 40,983 35,861 10,246 51,230 30,739 30,739 15,369 14,955 19,940 14,955 29,892 0 0 0

最終処分量 t 17,735 8 8 161 161 97 97 97 97 97 97 97 97 317 317 173 465 762 465 613 1,058 465 910 1,207 1,058 317 1,503 910 910 465 879 1,165 879 1,741 14 14 14

要埋立量 t 17,081 0 0 153 153 77 77 77 77 77 77 77 77 297 297 153 445 742 445 593 1,038 445 890 1,187 1,038 297 1,483 890 890 445 859 1,145 859 1,721 0 0 0

焼却残渣量 t 654 8 8 8 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 14 14

発災から1年目 発災から2年目 発災から3年目総量

月別の量

単位

人

口

541

925

生

活

ご

み

項目 ＼ 月
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量
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量

累
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次

仮
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場

搬

入

量

及

び

処

理

後

量

工

程

と

条
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ま
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め
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第２章 仮設トイレ基数及びし尿収集量の推計 
 

し尿収集が必要な人数は、避難者（仮設トイレを使用）と、避難しない人のうち非水洗化区域居住者

（通常のし尿収集人口）及び水洗化区域居住者であっても断水によって仮設トイレを使用する者である。

し尿は保管できないため、ピーク時を基準に試算した。 

また、現行指針では、仮設トイレを設置する目安は、仮設トイレの容量を 400L、し尿排出原単位を

1.7L/人･日とし、3 日に 1 回収集するものとされているため、これをあてはめた。仮設トイレ設置目安

の算出式は次のとおりである。 

400Ｌ÷1.7Ｌ/人・日÷3 日＝78.4（「災害廃棄物処理対策指針 技術資料 1-11-1-2」より） 

また、水洗化区域居住、非水洗化区域居住割合は「広陵町一般廃棄物処理基本計画」より引用した。 

 

表 5 仮設トイレ必要基数及びし尿収集必要量 

 

 

  

人口 計算式

34,990 a: H29年実績

135 b: 広陵町地域防災計画より

34,855 c: a-b

水洗化区域居住 31,544 d: c×90.5%

非水洗化区域居住 3,311 e: c×9.5%

避難所生活者 10,417 f: 第2次奈良県地震被害想定調査報告書

水洗化区域居住 9,427 g: f×90.5%

非水洗化区域居住 990 h: f×9.5%

避難所外生活者 24,438 i: c-f

断水により仮設トイレ使用 22,117 j: (d-g)×断水率100%（直後）

水洗化 0 k: d-g-j

非水洗化区域居住 し尿収集 2,321 l: e-h

仮設トイレ必要者数 32,534 m: g+h+j

仮設トイレ必要基数（単位：基） 415 n: m÷仮設トイレ設置目安78.4

し尿収集必要人口：ピーク時 34,855 o: m+l

し尿収集必要量：ピーク時（単位：kL/日） 59 p: o×1.7L/人・日÷1,000

避難所にて仮設トイレ使用

水洗化区域居住

項目

総人口

死者数

生存者数
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第３章 広陵町災害廃棄物処理計画策定の経過 
 

第１節 広陵町災害廃棄物処理計画策定の経過 

広陵町における災害廃棄物処理計画策定の経過を以下の表 6 に示す。 

 

表 6 災害廃棄物処理計画策定の経過 

 

第２節 広陵町災害廃棄物処理計画策定検討会 

災害によって発生する災害廃棄物の適正な処理と再生利用を確保するとともに、円滑かつ迅速に処

理するため、上記「災害廃棄物対策指針」等との整合を図りつつ「広陵町災害廃棄物処理計画」を策

定するため、下記体制で検討し、取りまとめを行った。 

 

▷委員長  事業部長 

▷副委員長  クリーンセンター所長 

▷委員構成  庁内関係課（広陵町業務継続計画策定検討委員） 

▷事務局 事業部  新清掃施設建設準備課 

▷開催実績   計３回 

 

項　目

平成26年 3月 【環境省】「災害廃棄物対策指針」を策定

平成27年 3月 【広陵町】「広陵町地域防災計画」を策定

平成28年 3月 【奈良県】「奈良県災害廃棄物処理計画」を策定

12月 【山辺・県北西部広域環境衛生組合】「災害廃棄物処理基本方針」を策定

平成29年 1月 【広陵町】「広陵町地域防災計画」を改正

平成30年

3月

【環境省】「災害廃棄物対策指針」を改定

　　　　　※市町村が災害に備えて策定する災害廃棄物の処理に係る計画に盛り込むべき

　　　　　　事項を提示

8月
「広陵町災害廃棄物処理計画策定検討会」を設置

「第1回広陵町災害廃棄物処理計画策定検討会」を開催

「第2回広陵町災害廃棄物処理計画策定検討会」を開催

「広陵町災害廃棄物処理計画（素案）」に対する意見公募（パブリックコメント）を実施

［9月18日から10月2日まで］

10月 「第3回広陵町災害廃棄物処理計画策定検討会」を開催

11月 「広陵町災害廃棄物処理計画」を策定

年　月

9月


